医療係事務全般に係る業務プロポーザル実施要領

１　目的
　　「医療係事務全般に係る業務」については、膨大かつ多岐にわたる医療係の事務を行うため、医療扶助及び介護扶助の運営に係る十分な知識とスキルが求められる。
ケースワーカーや医療機関等からの依頼に基づく、多種多様で大量の医療券等帳票類の正確な発行、誤発送防止のための細心のチェックの下での封入封緘及び発送処理、医療保険におけるオンライン資格確認と比較してシステムが複雑な医療扶助オンライン資格確認への適切な対応、区における重要事業である被保護者健康管理支援事業の一層の充実に資する取組、社会保険診療報酬支払基金からの請求に含まれる誤レセプト等をチェックし、返戻等を行うレセプト内容点検、これらを含めた多くの事務に対して適切に対応していく必要がある。そのためには、専門的な知識及び豊富な経験を有するスタッフを各業務において不足なく配置し、的確な実施体制を整備し、機動的に業務を実施することが求められる。以上の要求に確実に応えるためには、受託者の選定に当たってはプロポーザル方式によることが必要である。
ついては、本要領においてプロポーザル方式による受託者の選定に際して必要な事項を定めることとする。

２　業務概要
（１）件名
医療係事務全般に係る業務委託
[bookmark: _Hlk216700888]ア　医療券等発券等業務（以下「業務①」という。）
イ　被保護者健康管理支援事業業務（以下「業務②」という。）
ウ　レセプト内容点検等業務（以下「業務③」という。）
（２）概要
　　　別紙「仕様書」のとおり

３　提案限度価格
　　２８，０５９，０２０円（消費税及び地方消費税を含む。）

４　応募資格
プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１）対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号）による指名停止を受けていないこと。
（４） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。
（５）過去３年間に国又は地方自治体において、類似業務を行った実績を有すること。

５　スケジュール（予定）
	
	項目
	日程（提出期限）

	1
	公募開始・実施要領等配布
	令和８年２月３日（火）　　

	２
	質問書の提出期限
	令和８年２月９日（月）　

	３
	質問に対する回答期限
	令和８年２月１２日（木）（予定）　

	４
	企画提案書等受付締切
	令和８年２月１６日（月）　

	５
	書類審査（第１次審査）結果の通知
	令和８年２月２０日（金）（予定）

	６
	プレゼンテーション審査（第２次審査）の実施
	令和８年２月２７日（金）　

	７
	プレゼンテーション審査（第２次審査）結果の通知
	令和８年３月４日（水）（予定）

	８
	契約締結
	令和８年４月１日（水）（予定）



６　実施要領及び必要書類の掲載
（１）配布日
　　　令和８年２月３日（火）から令和８年２月１６日（月）まで
（２）配布方法
　　　墨田区ホームページからのダウンロードによる。
　　　URL　http://www.city.sumida.lg.jp/

７　質問受付及び回答
　　本要領等に関する質問を次のとおり受け付ける。
（１）受付期限　令和８年２月９日（月）午後５時【必着】
　　　※　受付期間を過ぎた質問並びに電話、FAX及び訪問による質問は受け付けない。
（２）受付方法　別紙「質問票」（様式任意）により電子メールで提出すること。　
　　　　　　　　メールアドレス： seikatuhukusi@city.sumida.lg.jp
（３）回答方法　令和８年２月１２日（木）（予定）に、質問者名を伏せた上で、区ホームページ
　　　　　　　上で回答する。
　　　※　競争上の地位その他の正当な利益を害する恐れのある質問に対しては回答しない。

８　企画提案書等の提出
（１）提出期限　令和８年２月１６日（月）午後５時【必着】
（２）提出先　　〒130-8640　墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号
　　　　　　　　墨田区福祉部生活福祉課医療係（墨田区役所３階）
　　　　　　　　電話：０３－５６０８－６１５５（直通）
（３）提出方法　持参又は郵送によること。
　　　　　　　　※持参の場合は平日午前８時３０分から午後５時までに提出すること。
　　　　　　　　※郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。
（４）提出書類　応募書類
	　　
	名称
	様式

	ア
	プロポーザル参加申込書
	様式１

	イ
	反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
	様式２

	ウ
	法人概要及び業務実績
（過去３年間における類似事業についての実績がわかる書類等（契約書等）の写しを添付すること。）
	様式３

	エ
	法人役員名簿
	様式４

	オ
	定款の写し
	

	カ
	過去３年間の財務諸表の写し
	

	キ
	本業務にあたる人員体制
	様式５

	ク
	企画提案書
（原則、Ａ４版縦の左綴じ横書き、１０ポイント以上の文字とし、表紙を除き１５ページ以内とすること。）
	

	ケ
	見積書
	

	コ
	その他（法人案内・パンフレット等）
	



（５）提出部数　９部（正本１部、副本８部）
　　　　　　　　※副本は、会社名及び会社を特定する事項を全てマスキング処理すること。

９　企画提案書の記載項目
　　企画提案書は、専門知識を有しない者であっても容易に理解できる内容とし次の事項につい
て簡潔に記載すること。
　ア　本業務を実施する上で重要なこと。
[bookmark: _Hlk216701126]　　　以下は業務①、業務②、業務③ごとに記載すること。
　イ　実施体制
　　　※業務①については想定される業務ごとに記載すること。
　ウ　従事予定スタッフの保有資格及び経験内容及び経験年数
エ　業務を正確かつ適切に実施するための取組（提案を含む。）
※業務①はケースワーカーとのやりとりに関して注意することについての視点を入れること。
オ　スタッフの資質向上及びＯＪＴに係る取組
　※１　業務①、業務②、業務③ごとでも全体で記載しても構わない。
※２　医療扶助オンライン資格確認に係る理解向上に向けた取組を記載すること。
カ　区との連携及び危機管理への取組
　　　※危機管理及び情報セキュリティに関する研修が実施されている場合はその内容。
　　　
１０　選定方法
　　　本区職員による書類審査及びプレゼンテーション審査（以下「プレゼン審査」という。）により選定する。
（１）書類審査（第１次審査）
　　　応募資格等について書類による審査を行う。
　　　審査結果については２月２０日（金）（予定）に通知する。
（２）プレゼン審査（第２次審査）
書類審査（第１次審査）を通過した事業者に対し、令和８年２月２７日（金）にプレゼン審査（第２次審査）を行う。プレゼン審査は、企画提案書に関するプレゼンテーション（１５分以内）及び本区職員によるヒアリング（１０分程度）により行う。実施時間、場所、必要な持ち物等の詳細は、別途連絡する。

１１　事業者の選定
　　　審査結果については別表「審査項目及び審査基準」に基づき審査した上で令和８年３月
4日（水）（予定）に通知する。
　　
１２　契約手続
（１）契約の締結
選定された事業者は、本業務の受注候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。
（２）次順位者の繰上げ
受注候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととする。

１３　その他
（１）提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、提案者の負担とする。
（２）期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加申込書の提出があっても参加の意思がないものとみなす。
（３）提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。
（４）本区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。
（５）提出された書類は、返却しない。
（６）本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日条例第３号）に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。
（７）提案者が次の事項に該当したときは、失格とする。
ア　実施要領に定める手続を遵守しないとき。
イ　応募書類に虚偽の記載をしたとき。
ウ　審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。
（８）審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。

１４　問合せ・提出先
墨田区福祉部生活福祉課医療係
　　　担当：西田
　〒１３０－８６４０　東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（墨田区役所３階）
　電話：０３－５６０８－６１５５（直通）　ＦＡＸ：０３－５６０８－１２５４
　　　メールアドレス：seikatuhukusi@city.sumida.lg.jp





























	No
	審査項目
	審査基準

	1
	受託実績
	過去３年間において本業務委託と同業務（業務ア～ウ）の受託実績があり、本業務委託に関して確実性が見込まれる。

	２
	財政健全性
	過去３年間の財務状況が健全であり契約満了まで経営上のリスクが顕在化することがない。

	２
	業務を実施するに当たっての体制
	本委託に係る各業務に必要な経験を有するスタッフが質及び量ともに確保できている。

	３
	
	スタッフが各業務に対して過不足ないよう効果的に配置されている。

	４
	
	スタッフに不測の欠員が生じた際に補完できるしくみが整えられている。

	５
	
	業務責任者がスタッフに対して知識及びスキル等に関して指導ができるレベルにある。

	６
	
	業務責任者が区担当者と連携できるしくみが確保されている。

	７
	円滑に業務を遂行するための取組
	膨大な医療券等各種帳票を正確に遅滞なく発行できるような取組がなされている。

	
	
	医療機関等からの問合せに対して的確かつ均一な対応ができるような取組がなされている。

	
	
	ケースワーカーへの対応に行き違いが生じないような取組がなされている。

	
	
	医療扶助オンライン資格確認に係る一定の知識が各スタッフに備わっている。

	
	
	スタッフがより成長できるような効果的なＯＪＴへの取組がなされている。

	８
	危機管理及び情報セキュリティ
	カスハラ等に遭遇した際の対処に関して一定の基準を設けている。

	
	
	危機管理及び情報セキュリティに関する研修が実施されている

	９
	経費見積
	業務内容に照らして、適切な金額設定になっている。


別表



